
原本証明とは 

 

 原本証明とは、原本を提出できない場合に、その写し（コピー）に対し、確実

に原本の写しであることを証明するものです。 

 それぞれの書類の写しの余白（または白紙の裏面）に、所属長（校長・園長な

ど）に直接記載してもらうことになります。 
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原本と相違ないことを証明します。 

令和〇年〇月〇日 

     〇〇学校長  〇〇〇〇  公印 


